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名古屋港の特徴
1. 検討の目的

図 港湾機能継続計画の実施による効果
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100
％

発災

○○港の耐震強化岸壁（
○○ふ頭、○○ふ頭）を順次
応急復旧

応急復旧2期応急復旧1期

（●●○）

各種調達

海上輸送

全岸壁を緊急物資輸送活動

終了後に本格復旧開始

＊東日本大震災では、約1か月後の4
月より一般貨物船の入港を開始。
緊急物資輸送船の活動はほぼ3月
で完了

施設点検

○ 「港湾機能継続計画」とは、大規模な地震・津波等の災害による港湾機能への影響をより軽微にとどめ、早期の
機能回復を目指す実施計画である。

○ 今回目標とする内容は、発災直後から幹線物流が開始される時期を対象期間とし、主に緊急物資輸送に必要と
なる港湾機能を確保するための実施計画とする。

凡 例

:港湾機能継続計画による改善効果

:港湾機能継続計画が無い場合

復旧時間
の短縮

被害の軽減
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２．被災の想定（案）

（１）想定する被災の選定（案）

 南海トラフ巨大地震（M９．０、震度６強～７）を想定する。

南海トラフ巨大地震の被災想定

地震規模(*1)

発災時期、気象・海象

震度
分布等(*1)

震度

津波

港湾施
設被害
(*2)

揺れによる被害

津波による被害

交通施
設被害(*2)

道路

鉄道

ライフライン
(*2)

水道

電力

通信

出典： *1＝南海トラフの巨大地震モデル検討会(中央防災会議､H24.3)、（第二次報告、H24/8)
*2＝愛知県東海地震・東南海地震等被害予測調査報告書(愛知県防災会議地震部会､H15.3)を基に作成｡
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 今年８月２９日に公表された内閣府の想定津波高さ及び中部整備局の津波シミュレーション結果・・・

（２）想定津波高さ
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３．○○港における緊急物資輸送にかかる行動計画（案）

 耐震強化岸壁である○○ふ頭、○○ふ頭を中心とした埠頭を利用して、 △日以内に、名古屋市への緊急物資輸
送を優先業務と設定する。

（１）緊急物資輸送ルートの設定

【港湾区域内航路～○○ふ頭＆○○ふ頭】
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【○○ふ頭～第一次緊急輸送道路】

【○○ふ頭～第一次緊急輸送道路】

緊急輸送ルート（陸上）
第一次緊急輸送道路
第二次緊急輸送道路

荷捌き地

○○ふ頭

緊急輸送ルート（陸上）
第一次緊急輸送道路
第二次緊急輸送道路

荷捌き地

○○ふ頭

※背景地図は、国土地理院「電子国土Web.NEXT」標準地図を使用



 時間目標：発災から○時間以内に緊急物資の荷役を開始、○時間以内に輸送拠点を経由して物資が避難所に
届くようにする。

 達成数量：○トン／日を目標とする。（※港湾分担率○％の場合、○／日トン）

（２）時間目標と達成数量

避
難
所
に
お
け
る
、
一
日
ご
と
の
緊
急
物
資
需
要
量
・供
給
量

発災
3日後 ○日後 ○ヵ月後

1日ごとの需要量

1日ごとの陸上、航空、海上輸送による供給量

1日ごとの供給量の海上輸送担当分
○トン／日

・今回は、○○市内への緊急物資の供給を想
定した。

・緊急物資輸送による供給量全体の、○％を
海上輸送が担当するものと想定し、○トン／
日とした。

(避難者の帰宅等が始まるとき)

図 緊急物資の需要量・供給量と海上輸送による供給量（案）
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大江ふ頭
38号岸壁

H

H

H

H
H

H

潮凪ふ頭
28・29号岸壁

液状化対策済み

★

★

○○港耐震状況MAP

★

第一次緊急輸送道路（道路部資料より）

第二次緊急輸送道路（道路部資料より）

耐震強化岸壁

浮体式防災拠点

インターチェンジ

防潮壁（庄内川より西は防潮堤）
あおなみ線

橋梁（耐震化済）（名管HPより）

ヘリポート（地域防災計画より）H

耐震改良未了（H20.3道路防災情報より）

【あおなみ線】
レベル１＆レベル２地震動を考慮。
レベル２地震動は海溝型地震に加え
内陸型地震を考慮。

ポートメッセ：不明

飛島ふ頭南岸壁TS1・2鍋田ふ頭岸壁T2・T3
T2・T3コンテナヤード
一部液状化対策済み

弥富ふ頭７号
液状化対策済み

稲永ふ頭15・16・17・18号
液状化対策済み

液状化対策済み

ガーデンふ頭西側護岸
大手ふ頭東側護岸・南側護岸（施工中）
液状化対策済み

（３）○○港の港湾施設等における耐震対策状況＜港周辺のみ（今後充実）＞

7



8

 緊急物資輸送ルート設定後、対象耐震岸壁までの航路（港湾区域内）を区域別に分け、各港湾区域における被
災状況を整理する。

（４）緊急物資輸送ルート上の被災状況の設定（案）

200m

○○ふ頭

①岸壁

②エプロン

④臨港道路a
⑤臨港道路b

⑥臨港道路c（橋）

⑦臨港道路d

第一次緊急輸送道路

No. 項目 被災状況

1 岸壁法線

2 エプロン

3 ヤード

4 臨港道路a

5 臨港道路b

6
臨港道路c

（橋）

7 臨港道路d

8 臨港道路e

①

④

⑥

②

⑤

③⑦
⑧⑨

⑩



200m

1.岸壁法線
2.エプロン
3.ヤード

4.臨港道路

6.公道b

7.公道c（橋）

8.公道d

No. 項目 被災状況 No. 項目 被災状況

1 岸壁法線 5 公道a

2 エプロン 6 公道b

3 ヤード 7 公道c（橋）

4 臨港道路 8 公道d
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第一次緊急輸送道路

○○ふ頭

※背景地図は、国土地理院「電子国土Web.NEXT」標準地図を使用

①

②

③
④ ⑤ ⑥

⑨
⑧

⑦

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭
⑮

 緊急物資輸送ルート設定後、対象耐震岸壁までの航路（港湾区域内）を区域別に分け、各港湾区域における被
災状況を整理する。

（４）緊急物資輸送ルート上の被災状況の設定（案）



 緊急物資輸送ルートの確立に向け、関係すると考えられる機関・団体等を調査・整理し、それぞれ
が担いうる役割を確認する。

区分 主体
役割

根拠
現状把握 応急復旧 緊急物資輸送

行

政

●●港管理組合

• 被害情報、支援・復旧状況の把
握、関係機関との連絡調整

• 応急復旧方策を決定し、（社）日
本埋立浚渫協会に被災施設の応
急復旧活動を要請

• 緊急物資の受け入れ、配分
• 海上輸送路の確保、緊急物資の
受け入れ及び輸送

• 臨港道路の啓開
• 道路の通行機能の確保

中部地方整備局

道路部●●課、港湾空
港部●●課 など

• 施設点検、施設の使用可否判
断・公表

• 耐震強化岸壁やヤード等の応急
復旧、緊急輸送路の応急復旧

• 緊急輸送基盤の確保、緊急復旧
による耐震強化岸壁の供用、道
路の通行機能の確保等

中部地方整備局
業務継続計画●●港湾事務所

• 施設点検、施設の使用可否判
断・公表

• 耐震強化岸壁やヤード等の応急
復旧

• 緊急輸送基盤の確保、緊急復旧
による耐震強化岸壁の供用、航
路の啓開、地方自治体の支援

●●国道事務所
• 施設点検、施設の使用可否判
断・公表

• 道路の通行機能の確保

中部運輸局●●部●●課
• 緊急輸送（部隊移動、医療搬送）
の連絡調整、緊急輸送（物資、食
料）の調整

海上保安庁第●●管区海上保安本部
名古屋海上保安部
名古屋港●●センター

• 船艇、航空機等による被災情報
収集

• 係留施設等の使用可否判断

• 航路・泊地の安全支援
• 水路測量結果を取りまとめ、関係
者に周知

• 船舶による港内の障害物等の状
況調査・応急措置

• 航路規制・啓開情報の周知・伝達

CＩＱ関係省庁
（財務省、法務省、
厚生労働省、農林
水産省）

名古屋税関本関
名古屋入国管理局
名古屋植物防疫所
名古屋出張所

• CＩＱ業務の実施体制の構築

○○県●●部●●課 • 施設点検、施設の使用可否判
断・公表

• 応急復旧作業の状況に関する情
報共有

• 緊急輸送基盤の確保、道路の通
行機能の確保

○○市●●部●●課 • 施設点検、施設の使用可否判
断・公表

• 応急復旧作業の状況に関する情
報共有

• 緊急輸送基盤の確保、道路の通
行機能の確保

（５）緊急物資輸送の主な関係者と役割（案）

10



区分 主体
役割

根拠
現状把握 応急復旧 緊急物資輸送

民
間

●●港運協会
• 緊急物資荷役、埠頭内道路啓
開、緊急物資のはしけ輸送・ト
ラック輸送

（例）災害救援応急措置の協
力に関する協定

●●協会●●部会
• 緊急物資の一時保管場所等の
提供、保管している物品の所有
者の承諾に基づく提供

（例）災害時における緊急措置
に支援に関する協定

（社）●●県トラック協会●●支部 • 自動車輸送の協力
（例）災害時における自動車輸
送の協力に関する協定

●●旅客船協会
• 輸送及び宿泊施設等の救援拠
点としての船舶の確保

（例）災害時における船舶の協
力に関する協定

（社）日本埋立浚渫協会●●支部
• 応急復旧資機材、要員の調達・
運搬、岸壁の応急復旧

• 緊急的な応急対策に関する建
設資機材等の出動

（例）災害時の応急復旧業務
に関する協定

（一社）●●県建設業協会 • 緊急的な応急対策に関する建
設資機材等の出動

○○高速道路（株）●●支社

• 施設点検、施設の使用可否判
断・公表

• 道路の通行機能の確保

（５）緊急物資輸送の主な関係者と役割（案）

 緊急物資輸送ルートの確立に向け、関係すると考えられる機関・団体等を調査・整理し、それぞれ
が担いうる役割を確認する。
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 緊急物資輸送における各機関・団体等別、目標時間内の達成業務内容毎に実施すべき重要業務を確認する。
 実際に港湾機能継続計画を作成する段階においては、個別の機関・団体等毎に達成業務内容を整理しておく。

達成業務 参集、情報収集 点検等の開始 航路啓開 海上輸送基地の応急復旧、運用開始 地域防災拠点へ物資到着

名古屋港●●協議会 ※事前検討に従い、対応。必要に応じ集まる。

行
政
機
関

○○港管理組合
■参集
■被害情報の収集

■在港船舶の避難
■港湾周辺を被害調査し、
●●（自衛隊）へ出動要請

（

■優先順位の選定、啓開活
動を行う港（航路）の選定、
係留施設使用の判断
■人命保護との調整、危険
物除去との調整
■余震に伴う対応（荷役の
制限等）、情報図の作成、
物揚場の整理、漂流物（ガ
レキ等）の処理
■関係機関協議
■航路啓開の判断

■港運協会、倉庫協会へ協力要請
■海上輸送基地の応急復旧、確保
■耐震強化岸壁における緊急物資輸送船
の受け入れ準備（入港届等の受理、係留
施設の利用許可）（必要な要員、資機材の
調達、緊急物資輸送船の着岸支援の体制
構築、緊急物資輸送船の荷役実施の体制
構築）

■ほとんどの区で物
資集配拠点から食料
等を地域防災拠点に
輸送

■物資輸送活動を
継続

中部地方整備局
港湾空港部

■参集
■地震情報等の把握
（2～3時間以内）

■埋浚への協力要請
■岸壁、航路、防波堤等の緊急点検
■耐震強化岸壁背後道路の被災状況把握
■最低限度の緊急輸送基盤の確保
■港湾管理者の復旧支援

■耐震強化岸壁の緊急復旧。一部供用
■臨港道路、航路の啓開

（上記3日以内）

■耐震強化岸壁の
応急復旧

中部地方整備局
道路部

■参集
■地震情報等の把握

（2～3時間以内）

■道路の緊急点検
■最低限度の緊急輸送基盤の確保

■道路の啓開
（上記3日以内）

■耐震強化岸壁の
への幹線輸送

中部地方整備局
●●港湾事務所

■参集
■地震情報等の把握

（2～3時間以内）

■埋浚への協力要請
■岸壁、航路、防波堤等の
緊急点検
■耐震強化岸壁背後道路
の被災状況把握
■最低限度の緊急輸送基
盤の確保
■港湾管理者の復旧支援

■優先順位の選定、啓開活動を行う港（航路）の選定
■情報図の作成、物揚場の整理、漂流物（ガレキ等）の処理
■関係機関協議
■航路啓開の判断（第1次）
■耐震強化岸壁の緊急復旧。一部供用
■臨港道路、航路の啓開

（上記3日以内）

■耐震強化岸壁の
応急復旧

中部地方整備局
●●国道事務所

■参集
■地震情報等の把握

（2～3時間以内）

■道路の緊急点検
■最低限度の緊急輸送基盤の確保

■道路の啓開
（上記3日以内）

■耐震強化岸壁の
への幹線輸送

中部運輸局
●●部●●課

■参集
■地震情報等の把握

（2～3時間以内）
■所管事業者の被災状況の情報収集

■緊急輸送（部隊移動、医療搬送）の連絡調整、緊急輸送（物資、
食料）の調整

（上記3日以内）

■物資輸送活動を
継続

（６）関係者別の役割、対応（案）
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 緊急物資輸送における各機関・団体等別、目標時間内の達成業務内容毎に実施すべき重要業務を確認する。
 実際に港湾機能継続計画を作成する段階においては、個別の機関・団体等毎に達成業務内容を整理しておく。

達成業務 参集、情報収集 点検等の開始 航路啓開
海上輸送基地の応
急復旧、運用開始

地域防災拠点へ物資到着

行
政
機
関

海上保安庁第●●管区海上保安本部
名古屋海上保安部
名古屋港●●センター

■参集
■状況調査（航路、
岸壁、後背地等の
情報把握・交換

■関係事業者等
からの情報収集
■関係機関への
情報提供

■優先順位の選定、啓開活動を行う港（航路）の選
定
■余震に伴う安全対策（航行時間、行き会い調整、
航行可能水域の明示、進路警戒周知、啓開情報の
伝達）、情報図の作成、物揚場の整理、漂流物（ガ
レキ等）の処理、航行不能船舶の移動等
■関係機関協議
■航路啓開の判断（使用可否、条件、日時等）、優
先度に応じた航路啓開

■航路啓開情報を
作業船及び海域利
用者へ周知・広報

■航路啓開のための水路測量成果
精査

CＩＱ関係省庁
名古屋税関本関、名古屋入国管理局、
名古屋植物防疫所、名古屋出張所

■参集

愛知県●●部

■参集
■地震情報等の把
握
（2～3時間以内）

■道路等の緊急点検
■耐震強化岸壁背後道路の被災状況把握
■最低限度の緊急輸送基盤の確保

■道路の啓開
（上記3日以内）

■耐震強化岸壁
の応急復旧

名古屋市●●部

■参集
■地震情報等の把
握
（2～3時間以内）

■道路の緊急点検
■最低限度の緊急輸送基盤の確保

■道路の啓開
（上記3日以内）

■耐震強化岸壁
への応急復旧

関
係
団
体

●●港運協会 ■参集 ■要員/荷役機械/はしけの調達、業務開始

●●倉庫協会●●部会 ■参集 ■受入準備、保管開始

（社）●●県トラック協会●●支部 ■参集 ■トラック、要員の調達 ■トラック輸送開始

（社）日本埋立浚渫協会○○支部
■参集
■要員/資機材等の調達、出動

■航路啓開の支援
■岸壁等の応急・復旧作業

●●港タグ事業協同組合
●●港タグセンター

■参集 ■タグボート、要員の調達、出動 ■タグボートによる海上輸送開始

●●水先区水先人会●●事務所 ■参集 ■船舶、要員の調達 ■水先案内開始

（一社）●●県建設業協会 ■参集

●●高速道路（株）●●支社

■参集
■地震情報等の把
握
（2～3時間以内）

■道路の緊急点検
■被災状況に応じた道路啓開
■最低限度の緊急輸送道路の確保

（６）関係者別の役割、対応（案）
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愛知県
●●部

名古屋市
●●部

中部地方整備局

中部運輸局

海上保安庁
●●港管理組

合
（港湾管理者）

日本埋立浚渫
協会等

（港湾土木等
事業者）

●●港運協会
（港運事業者）

海上運送事業
者（代理店）

CIQ
（税関、入管、
植物・動物
検疫）

道路部
●●課

港湾空港部
●●課

●●
港湾事務所

第●●管区海
上保安本部

名古屋海上保
安部●●

○○○○交通
センター

求められる
活動内容
（素案）

・幹線道路の被
災状況の情報
収集

・応急復旧活動、
道路啓開等

・陸揚した緊急
物資の配送

・幹線道路の被
災状況の情報
収集

・応急復旧活動、
道路啓開等

・陸揚した緊急
物資の配送

・国道の被災
状況の情報
収集

・応急復旧活
動、道路啓開
等

・国有港湾施
設の被災状
況確認・点検

・応急復旧活
動、緊急物資
輸送の航路
啓開等

・国有港湾施
設の被災状
況確認・点検

・応急復旧活
動、緊急物資
輸送の航路
啓開等

・所管事業者
の被災状況
の情報収集
等

・測量船による
被災地の水
路測量、航路
啓開支援

・航行警報や
航路通報等
の発出

・巡視船、航空
機等による被
災情報収取

・被災による漏
油処理、流出
防止等

・航行船舶へ
の災害情報
や危険事象
の情報提供

・港湾施設の
被災状況点
検、応急復旧
活動、航路啓
開等

・湾内障害物
や障害物等
の調査、撤去

・港湾施設の
応急復旧等

・荷役機械等
の被災状況
の調査

・応急措置に
よる荷役等の
実施

・緊急物資輸
送船舶の運
航

・ 海外から
の救助隊、
支援物資
等の受け
入れ手続
き

施設の被
災状況の
点検等

岸壁や
ヤード等の
応急復旧
活動

道路・航路
等の啓開
活動
（障害物調
査・除去）

耐震強化
岸壁等に
おける緊急
物資輸送
船の受け
入れ準備

救援物資
輸送船の
入港・着岸
と荷役作業
等の実施

情報の共有

作業報告

連携

連携

情報の共有

港湾施設の被災状況等
の情報収集

所管事業者の
被災状況の情

報収集

港湾施設の被
災状況および
使用可否調査

自社船舶の被
災状況及び使
用可否の調査

民間保有の荷
役機械等の被
災状況及び使
用可否の調査

内航海運に関
する被災状況

の調査

岸壁ヤードの応急復旧活動 岸壁ヤードの
応急復旧活動

岸壁ヤードの
応急復旧活動

障害物等の調査 障害物等の調査

民間船舶の配船 民間船舶の配船

港内の障害物
等の調査およ
び応急措置

船舶による港内の障害物等の調査・応急措置 → 障害物情報の共有化

入港届の提出、
各種手続きの実
施

入港届等の受
理、入港許可

入港届等の受理
、係留施設の利
用許可

緊急物資輸送の
輸送船、物資の
荷役情報等の連
絡

緊急物資輸送の
要請

緊急物資輸送の
要請

規定に基づく要請 要請に基づき、緊急物
資輸送船を運航。
入港、着岸後に荷役を
要請

協定による作業依頼

緊急物資輸送船から
の荷役作業の実施

陸揚げした緊急物資
の方面別仕分の実施

協定による
作業依頼

協定による
作業依頼

必要な要員、資
機材の調達

着岸支援の体制
構築

荷役実施の体制
構築

必要な要員、資
機材の調達

着岸支援の体制
構築

荷役実施の体制
構築

道路の被災状
況の収集

被災情報（特に岸壁）および港湾施設の利用可否状況の調査結果の集約→ 被災情報の共有化

岸壁までの啓
開活動の開始

道路啓開の
完了

道路の被災状
況の収集

岸壁までの啓
開活動の開始

道路啓開の
完了

道路の被災状
況の収集

岸壁までの啓
開活動の開始

道路啓開の
完了

情報の共有

緊急物資輸送の
要請

緊急物資輸送の
要請

（７）初動における関係者の活動内容フロー（案１：各関係組織ごとに整理）

情報の共有 航行船舶
への情報
の提供等

船艇、航空機
等による被災
情報収集等
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港湾業務 道路業務

中部地方整備局 海上保安庁 中部地方整備局

港湾空港部
●●課

●●
港湾事務所

中部運輸局
第●●管区海
上保安本部

名古屋海上保
安部●●

○○○○
交通セン

ター

●●港管理
組合

（港湾管理
者）

日本埋立浚
渫協会等

（港湾土木等
事業者）

●●港運協
会

（港運事業
者）

海上運送事
業者・（代理

店）

CIQ
（税関、入管、
植物・動物検

疫）

○○県
●●部

○○市
●●部

道路部
●●課

○○（土木
建設事業

者）

求められる活
動内容
（素案）

・国有港湾施設
の被災状況確
認・点検

・応急復旧活動、
緊急物資輸送
の航路啓開等

・国有港湾施設
の被災状況確
認・点検

・応急復旧活動、
緊急物資輸送
の航路啓開等

・所管事業者
の被災状況
の情報収集
等

・測量船による被
災地の水路測量、
航路啓開支援

・航行警報や航路
通報等の発出

・巡視船、航空機
等による被災情
報収取

・被災による漏油
処理、流出防止
等

・航行船舶
への災害
情報や危
険事象の
情報提供

・港湾施設の
被災状況点
検、応急復旧
活動、航路啓
開等

・ 湾内障害物
や障害物等
の調査、撤去

・ 港湾施設の
応急復旧等

・ 荷役機械等
の被災状況
の調査

・ 応急措置に
よる荷役等
の実施

・ 緊急物資輸
送船舶の運
航

・ 海外からの
救助隊、支
援物資等の
受け入れ手
続き

・ 幹線道路の被災
状況の情報収集

・ 応急復旧活動、
道路啓開等

・ 陸揚した緊急物
資の配送

・ 幹線道路の被災
状況の情報収集

・ 応急復旧活動、
道路啓開等

・ 陸揚した緊急物
資の配送

・ 国道の被災状況
の情報収集

・ 応急復旧活動、道
路啓開等

・ 国道・幹線
道路の応急
復旧、道路
啓開等

施設の被災状
況の点検等

岸壁やヤード
等の応急復旧
活動

道路・航路等
の啓開活動
（障害物調査・
除去）

耐震強化岸壁
等における緊
急物資輸送船
の受け入れ準
備

救援物資輸送
船の入港・着
岸と荷役作業
等の実施

港湾施設の被災状況等
の情報収集

所管事業者
の被災状況
の情報収集

港湾施設の被
災状況、使用
可否の調査

自社船舶の
被災状況、使
用可否の調

査

民間保有の
荷役機械等
の被災状況、
使用可否の

調査

内航海運に
関する被災
状況の調査

緊急物資輸送
の要請

緊急物資輸
送の要請

規定に基づく要請
要請に基づき、緊急
物資輸送船を運航。
着岸後に荷役を要請協定による作業依頼

緊急物資輸送船から
の荷役作業の実施

陸揚げした緊急物資
の方面別仕分の実施

緊急物資輸送
の要請

緊急物資輸送の
要請

協定による作業依頼

連携岸壁ヤードの応急復旧活動

岸壁ヤード
の応急復旧
活動

岸壁ヤード
の応急復旧
活動

協定による
作業依頼

連携

障害物等の調査 船艇、航空機
等による被災
情報収集等

障害物調査

民間船舶の配船 民間船舶の配船

協定による
作業依頼

航行船舶
への情報
の提供等

情報の共有

作業報告 港内障害物
等の調査、
応急措置等

船舶による港内の障害物等の調査・応急措置 → 障害物情報の共有化

入港届の提
出等、各種手
続きの実施

入港届等の受
理、入港許可

入港届の受理、係
留施設の利用許可

緊急物資輸
送の輸送船、
物資の荷役
情報の連絡

必要な要員、
資機材調達

着岸支援の
体制構築

荷役実施の
体制構築

必要な要員、
資機材調達

着岸支援の
体制構築

荷役実施の
体制構築

道路の被災状
況の収集

道路啓開活動
の開始

道路の被災状
況の収集

道路啓開の活
動の開始

道路の被災状
況の収集

道路啓開活動
の開始

被災情報（特に岸壁）および港湾施設の利用可否状況の調査結果の集約 → 被災情報の共有化情報の共有

協定による
作業依頼

連携 連携

道路啓開完了道路啓開完了 道路啓開完了

道路の啓
開活動の
実施

作業報告

情報の共有

（７）初動における関係者の活動内容フロー（案２：業務分野別（港湾・道路）に整理）
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 前項で整理した目標時間毎に実施すべき重要業務毎の関係者間の連絡体制を整理する。なお、実際に港湾機
能継続計画を作成する段階では、情報収集・点検・障害物等の実施すべき重要業務毎の関係者間の連絡・情報
共有体制を示す。

注：上記体制表中の電話番号については、一部個人情報を含むものもあり、ここでは、詳細は伏字としている。
電話番号等の個人情報を含む連絡表については、別途、非公開資料として作成している。

名

古

屋

港

港

湾

機

能

継

続

計

画

協

議

会

（
仮

称

）

国の対策本部国の現地災害対策本部
○○県

災害対策本部
○○市

災害対策本部

（８）情報連絡系統図（案）

中部地方整備局
港湾空港部●●
課

昼間・夜間
TEL 052-***-
****
FAX 052-***-
****
（担当： ）

・国有港湾施設の
被災状況確認・点
検

・応急復旧活動、緊
急物資輸送の航
路啓開等

中部地方整備局
道路部●●課

昼間・夜間
TEL 052-***-
****
FAX 052-***-
****
（担当： ）

・国道の被災状況
の情報収集

・応急復旧活動、道
路啓開等

中部地方整備局
●●港湾事務所

昼間・夜間
TEL 052-***-
****
FAX 052-***-
****
（担当者： ）

・国有港湾施設の
被災状況確認・点
検

・応急復旧活動、緊
急物資輸送の航
路啓開等

海上保安庁
第●●管区
保安本部

昼間・夜間
TEL 052-***-
****
FAX 052-***-
****
（担当： ）

・測量船による被災
地の水路測量、航
路啓開支援

・航行警報や航路
通報等の発出

中部運輸局
●●部●●課

昼間・夜間
TEL 052-***-
****
FAX 052-***-
****
（担当者： ）

・所管事業者の被
災状況の情報収
集等

・陸揚した緊急物資
の配送

海上保安庁
●●部

昼間・夜間
TEL 052-***-
****
FAX 052-***-
****
（担当： ）

・巡視船、航空機等
による被災情報収
取

・被災による漏油処
理、流出防止等

海上保安庁
●●センター

昼間・夜間
TEL 052-***-
****
FAX 052-***-
****
（担当： ）

・航行船舶への災
害情報や危険事
象の情報提供

●●港管理組合

昼間・夜間
TEL 052-***-
****
FAX 052-***-
****
（担当： ）

・国有以外の港湾
施設の被災状況
点検、応急復旧活
動、航路啓開等

○○県
●●●●部
●●課

昼間・夜間
TEL 052-***-
****
FAX 052-***-
****
（担当： ）

・幹線道路の被災
状況の情報収集

・応急復旧活動、道
路啓開等

○○市
●●●●局
●●部

昼間・夜間
TEL 052-***-
****
FAX 052-***-
****
（担当： ）

・幹線道路の被災
状況の情報収集

・応急復旧活動、道
路啓開等

中部地方整備局
●●国道事務所

昼間・夜間
TEL 052-***-
****
FAX 052-***-
****
（担当者： ）

・国道の被災状況
の情報収集

・応急復旧活動、道
路啓開等

●●港運協会

昼間・夜間
TEL 052-****-
****
FAX 052-****-
****
（担当： ）

・荷役機械等の
被災状況の調
査

・応急措置による
荷役等の実施

（社）●●県トラ
ック協会●●支
部

昼間・夜間
TEL 052-****-
****
FAX 052-****-
****
（担当： ）

・災害発生時の
対応可否

●●倉庫協会
●●支部

昼間・夜間
TEL 052-****-
****
FAX 052-****-
****
（担当： ）

・会員企業被災
状況

・緊急物資保管
利用可能倉庫

●●旅客船協
会

昼間・夜間
TEL**-****-****
FAX**-****-****
（担当： ）

・緊急物資輸送
船舶の運航

（社）日本埋立
浚渫協会
●●支部

昼間・夜間
TEL **-****-
****
FAX **-****-
****
（担当： ）

・湾内障害物や
障害物等の調
査、撤去

・港湾施設の応
急復旧等

○○税関本関

昼間・夜間
TEL 052-***-****
FAX 052-***-
****
（担当： ）

・海外からの救助
隊、支援物資等の
受け入れ手続き

○○入国管理
局

昼間・夜間
TEL 052-***-****
FAX 052-***-
****
（担当： ）

・海外からの救助
隊、支援物資等の
受け入れ手続き

○○植物防疫
所

昼間・夜間
TEL 052-***-****
FAX 052-***-
****
（担当： ）

・海外からの救助
隊、支援物資等の
受け入れ手続き

○○動物防疫
所

昼間・夜間
TEL 052-***-****
FAX 052-***-
****
（担当： ）

・海外からの救助
隊、支援物資等の
受け入れ手続き

●●高速道路（
株）●●支社

昼間・夜間
TEL **-****-
****
FAX **-****-
****
（担当： ）

・高速道路等の
の被災状況の
情報収集

・応急復旧活動、
道路啓開等

（一社）●●県
建設業協会

昼間・夜間
TEL **-****-
****
FAX **-****-
****
（担当： ）

・障害物や障害
物等の調査、撤
去

・応急復旧活動、
道路啓開等
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1位 2位 3位

所属

役職

氏名

一般電話

E-mail PC

FAX

携帯電話

E-mail 携帯電話

○○倉庫協会

（社）○○県トラック協会

（社）日本埋立浚渫協会中部支部

（社）○○港タグセンター

伊勢三河湾水先区水先人会

法務省名古屋入国管理局

財務省名古屋税関

厚生労働省名古屋検疫所

農林水産省名古屋植物防疫所

農林水産省動物検疫所名古屋出張所

国土交通省中部運輸局 ○○部

愛知県 ○○部

海上保安庁○○管区海上保安本部

国土交通省中部地方整備局 港湾空港部、道路部

国土交通省中部地方整備局 ○○港湾事務所、○○道路事務所
事務局

○○港港運協会

連絡順位
項目

関係団体

組織名

行政機関

（９）連絡先一覧（案）
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●平成２４年６月２７日 「災害対策基本法の一部を改正する法律」公布
東日本大震災の教訓・課題を受け、行うべき防災対策の全般的見直し

①大規模広域な災害に対する即応力の強化
②大規模広域な災害時における被災者対応の改善
③教訓伝承、防災教育の強化や多様な主体の参画による地域の防災力の向上

【港湾関係】
・指定（地方）行政機関の長が都道府県からの物資等の供給要請※に応えることが新たに規定。

※航路啓開のための作業船の集結について関係団体に要請する等の第三者への斡旋要請を含む。

地方整備局が緊急物資等の広域バックアップ体制をとることが可能

◇災害対策基本法の一部を改正する法律案のポイント◇

■物資又は資材の供給の要請等（第８６条の７）

災害応急対策の実施に当たり、都道府県知事は指定（地方）行政機関の長に対し、市町村長は
都道府県知事に対し、必要な物資又は資材の供給について必要な措置※を講ずるよう要請するこ
とができる。緊急の場合、指定（地方）行政機関の長、都道府県知事は、要請を待たずに措置を
講じることができる。

※「必要な措置」には、「物資購入の斡旋、流通在庫の情報提供」が含まれる。例えば、「埋立浚
渫協会への作業船集結要請」を含む。

参考 災害対策基本法の一部改正について
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